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第１ 公募の趣旨 

 

「吹田市立障害者支援交流センター『あいほうぷ吹田』」（以下「あいほうぷ

吹田」といいます。）は、重度障がい者の通所と短期入所の機能を備えた多機能

施設として平成 13 年 5 月に開設し、以来、重度障がい者の受入れを進めてきま

した。 

近年では、医療技術の進歩や、高度医療機関の集積といった本市の地域特性も

相まって、医療的ケアを要する重度障がい者（以下「医療的ケア者」といいま

す。）が増加していますが、受入れには、相応のスペースや医療従事者の配置が

必要となることから、現在のところ民間事業所での受入れは十分には広がってい

ない状況です。 

本市では、業務委託により、生活介護を実施するあいほうぷ吹田と総合福祉会

館において医療的ケア者の受入れを進めてきましたが、今後の受入れ促進を図る

ため、令和 5 年 4 月から、あいほうぷ吹田の管理運営業務について地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 3 項の規定による指定管理者制度を

導入することとしました。 

あいほうぷ吹田の設置目的や本市の管理運営方針に従いながら、指定管理者に

民間ならではの創意工夫による施設の効果的、効率的な管理運営を担っていただ

くに当たり、最適な事業者を選定するため、本募集要項により公募による提案の

募集及び審査を実施します。 
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第２ 指定管理者が実施する業務 

 

１ 管理運営に関する業務 

指定管理者は、吹田市立障害者支援交流センター条例（平成 19 年条例第 13 号。

以下「条例」という。）第 6 条、第 12 条及び第 19 条の規定に基づき、管理運営に

関する業務として概ね次に掲げる（１）から（12）までの業務を実施します。詳細

は、「吹田市立障害者支援交流センター『あいほうぷ吹田』業務仕様書」（以下

「仕様書」といいます。）のとおりです。 

なお、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできませんが、業

務の一部については、吹田市の承認を得て委託等することができます。 

仕様書については、指定管理者の指定後、サービス・管理運営の水準が向上する

と認められる場合に限り、吹田市と指定管理者との協議により、内容を変更するこ

とがあります。 

（１）生活介護に関する業務 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律

第 123 号。以下「障害者総合支援法」といいます。）に規定する生活介護 

（２）短期入所に関する業務 

障害者総合支援法に規定する短期入所 

（３）施設・設備等の保全等に関する業務 

（４）福祉避難所の開設に関する業務 

（５）貸館に関する業務 

（６）市民相互の交流に関する業務 

（７）あいほうぷ吹田の広報に関する業務 

（８）利用料金の徴収に関する業務 

（９）本市等との連絡調整・報告等に関する業務 

（10）事業計画書及び事業報告書等の提出等に関する業務 
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（11）利用者ニーズの把握に関する業務 

（12）その他業務等の調査・報告書等の提出に関する業務 

 

２ 自主事業 

指定管理者は、本市における障がい者福祉施策の課題の解消や利用者のサービス

充実、施設の有効利用、市民相互の交流促進等を図るため、あいほうぷ吹田の設置

目的や法令等を勘案し、指定管理者の責任と費用負担において自主事業を実施する

ことができるものとします。 

自主事業の実施にあたっては、過度な自主事業の実施により、市民の利用を妨げ

る等、市民に不利益を与えることのないよう、市の承認を得て実施する必要があり

ます。 

 

 

第３ 現在の施設・事業の概要 

 

１ 名称・位置等 

（１）施設名称  吹田市立障害者支援交流センター「あいほうぷ吹田」 

（２）位置    吹田市千里万博公園 12 番 27 号 
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（３）周辺図 

吹田市 周 辺 図 

 

 

 

２ 施設概要 

（１）敷地面積   4,992 ㎡ 

（２）建築面積   2,627 ㎡ 

（３）延床面積   5,829 ㎡ 

（４）構造     鉄筋コンクリート造 地上 3 階地下 1 階建 

（５）開設     平成 13 年５月 

（６）休館日    12 月 29 日～翌年の 1 月 3 日 

           ※生活介護及び短期入所の実施は可 

※施設警備は実施 

（７）主な施設 

   ※平面図については、別添資料をご確認ください。 

   ※施設内の名称は変更する場合があります。 
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＜１階部分＞ 

番号 名称 面積 備考 

１ 事務室 約 38 ㎡  

２ 喫茶コーナー コーヒー、クッキー等販売 ボランティア運営 

３ 作業室１ 約 88 ㎡ 貸館 

４ 社会適応訓練室 約 93 ㎡ 生活介護 

５ 屋内プール メイン：15ｍ×6ｍ 生活介護、貸館 

６ 食堂１ 約 197 ㎡ 生活介護、貸館 

７ 研修室兼多目的ホール 約 147 ㎡ 貸館 

８ 日常生活訓練室 約 79 ㎡ 貸館 

 

＜２階部分＞ 

番号 名称 面積 備考 

１ 短期入所区画 約 311 ㎡ 短期入所 

２ 介助浴室（２室） 浴室（2 室）： 

約 105 ㎡ 

脱衣室（2 室）： 

約 63 ㎡ 

生活介護、貸館 

３ 特殊浴室（機械浴２機） 浴室（2 室）： 

約 80 ㎡ 

脱衣室（2 室）： 

約 70 ㎡ 

生活介護、短期入所、貸

館 

４ 日常生活訓練室兼 

社会適応訓練室 

約 120 ㎡ 生活介護 

５ 会議室 1  約 37 ㎡ 貸館 

６ 作業室 1・2（１室） 約 98 ㎡ 生活介護 

7 ボランティア室 約 83 ㎡ ボランティア用 
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＜３階部分＞ 

番号 名称 面積 備考 

1 作業指導室 1・2・3（１室） 約 114 ㎡ 生活介護 

２ 作業指導室 4・5（１室） 約 95 ㎡ 生活介護 

３ 作業指導室 6・7（１室） 約 179 ㎡ 生活介護 

4 食堂 2 約 88 ㎡ 生活介護 

 

＜屋外施設等＞ 

番号 名称 面積 備考 

１ マイクロバス車庫（屋根付） 有効幅員約 5.4ｍ、奥行約 16ｍ ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ 

4 台分以上 

２ 車庫 1 幅約 6.9ｍ、奥行約 6ｍ 2 台分 

３ 車庫 2（屋根付） 有効幅員約 4.9ｍ、奥行約 6.5ｍ 2 台分 

4 駐車場 幅約 9ｍ、奥行約 5ｍ 4 台分 

 

＜地下１階＞ 

主として、機械室、倉庫、受水槽（※平面図は省略しています。） 

 

３ 実施事業 

（１）生活介護 

ア 定員 60 名 

イ サービス提供時間  午前 9 時 30 分～午後 3 時 45 分 

  ウ サービス提供日   平日（12 月 29 日～翌 1 月 3 日を除く。） 

（２）短期入所 

ア 定員 7 名 

イ サービス提供時間  24 時間 

ウ サービス提供日   12 月 29 日～翌年の 1 月 3 日を除く日 
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（３）貸館施設開館日時 

施設名 貸出日 貸出時間 

作業室 1、日常生活訓練室 

研修室兼多目的ホール 

食堂 1 及び会議室 1 

日曜日及び土曜日 午前 9 時から午後 10 時まで 

その他の日 午後 6 時から午後 10 時まで 

プール及び介助浴室 日曜日及び土曜日 午前 10 時から午後 4 時まで 

※令和 4 年 4 月 1 日現在の貸館状況です。貸館対象の施設について、変更する場合が

あります。 

 

 

 

第４ 指定管理の期間等 

 

１ 指定管理の期間 

  令和 5 年（2023 年）4 月 1 日から令和 15 年（2033 年）3 月 31 日までの 10

か年を予定しています。指定期間は吹田市議会の議決事項であるため、指定管理者

指定の議決の時に確定します。 

 

２ 指定管理の開始時期等 

令和 4 年（2022 年）12 月下旬頃 吹田市議会の議決（予定） 

指定管理者の決定通知 

令和 5 年（2023 年）1～3 月 業務引継ぎ 

令和 5 年 4 月 1 日 指定管理者による運営の開始 

 

３ モニタリング・評価 

  毎年市が実施するとともに、指定期間の２年目からは隔年で第三者によるモニタ

リング・評価を実施します。評価に係る指摘事項には、誠意を持って速やかに改善

に努めてください。 
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第５ 管理運営方針 

 

 本市第６期障がい福祉計画において、日中活動の場や短期入所施設における医療的

ケア者の受入れ先の確保を重点取組の一つに掲げており、あいほうぷ吹田での受入れ

促進により取組を進めます。 

また、生活介護と短期入所の運営業務を中心に据えながら、より効果的な施設の活

用や市民相互の交流、障がい者理解等を進めます。 

管理運営にあたっては、介護給付費の範囲を超えると考えられる業務や水準を求め

る内容もありますが、サービス提供の実績や人員の配置に応じ、介護給付費の範囲を

超える経費を指定管理委託料として支払いますので、適切に人員を配置し、施設の保

全等を行ってください。 

 

１ 生活介護 

生活介護においては、現在も多くの医療的ケア者が利用されていますが、今後も

医療的ケア者の受入れを安定的に進めます。 

そのため、介護給付費を利用料金制の対象とするほか、医療的ケア判定スコア

（以下「スコア」といいます。）に応じ受入れ日数や、リハビリ、施設での入浴介

助の実施実績に応じた加算を、指定管理委託料として支払います。（詳細は P13～

18） 

利用者の決定については、市が主催し、同じく医療的ケア者の受入れの役割を担

っている総合福祉会館と合同で行う「（仮）吹田市立障害者支援交流センター及び

吹田市立総合福祉会館生活介護利用（候補）者選定会議」（以下「選定会議」とい

います。）で、市があいほうぷ吹田の利用候補者を選定しますので、指定管理者は

利用候補者の中から利用決定してください。 

なお、医療的ケア者の受入れやサービス提供の状況については、指定管理者制度

移行後におけるモニタリング・評価の対象とします。 
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２ 短期入所 

短期入所においては、利用者の決定は指定管理者が行いますが、より重度の障が

い者の受入れに配慮してください。 

 

３ 施設・設備等の保全等 

多くの医療的ケア者が利用する施設であることから、利用者が安心して安全に利

用できる施設管理が必要です。そのため、利用者の安全性と利便性の向上を図り、

事故等の未然防止のため、日常的に安全管理を行ってください。 

施設の維持管理には、様々な設備機器等に係る検査・点検、修繕・交換等が必要

で、現在様々な業者へ業務を委託し実施していますが、指定管理者制度移行後にお

いても専門業者へ委託するなど専門的知識を有する者の点検等を受け、適切に維持

管理を行ってください。 

万が一、事件や事故、火災等が発生した際には、利用者の安全確保を優先に、適

切かつ迅速な対応を行ってください。 

なお、施設内の清掃については、障害者優先調達推進法（平成 24 年法律第 50

号）の趣旨に基づき、現在、市内の障がい者就労関係事業者に委託していますが、

指定管理者制度移行後においても、同様の趣旨から障がい者関係事業者に委託し行

ってください。 

 

４ 福祉避難所 

災害発生時又は発生のおそれがある場合、市から開設の要請があれば速やかに福

祉避難所を開設してください。 

 

５ 貸館 

利用者が円滑に利用できるように実施して下さい。昼間帯におけるプールでのリ

ハビリの充実や貸館時間の拡大などが期待されており、施設のさらなる有効活用を

お願いします。 
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６ 市民相互の交流 

ボランティア活動を育むとともに、地域との交流を行い、市民相互の交流を図っ

てください。現在、市民交流の一環として、喫茶スペース（1 階正面入口付近）の

運営や施設内の飾り付け等を市民のボランティアが行っています。 

 

７ あいほうぷ吹田の広報 

  あいほうぷ吹田の活動状況を PR するため、利用者の個人情報に配慮しながら、

効果的な広報を行ってください。 

 

８ 利用料金の徴収 

介護給付費の代理受領と、給食費やサービス利用に係る本人負担額を徴収し、指

定管理者の収入としてください。 

給食費とサービス利用に係る本人負担分については、口座引落し等の、より利便

性の高い手段が望まれます。 

 

９ 給食費 

  給食費の本人負担額は条例及び吹田市立障害者支援交流センター条例施行規則

（平成 13 年規則第 8 号。以下「規則」という。）に規定しています。 

  食材の市場価格との乖離が著しい場合においては、規則改正を行う場合がありま

す。 
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第６ 管理運営に要する収入や経費等 

 

１ 指定管理者の収入 

あいほうぷ吹田の管理運営に係る収入源は、介護給付費等を収入とする利用料金

制度と指定管理委託料からなります。 

 

２ 利用料金制度 

（１）介護給付費分 

介護給付費の代理受領分及び介護給付費における利用者の自己負担分 

（２）給食費分 

生活介護及び短期入所に係る給食費 

 

３ 指定管理委託料 

（１）概要 

   指定管理委託料は、仕様書に掲げるあいほうぷ吹田の管理運営業務を行うため

に必要な経費のうち、介護給付費で賄う範囲を超える経費について、各年度にお

いて定める金額を上限として、指定管理者からの提案額をもとに、会計年度ごと

に締結する年度協定書において定める額を支払うとともに、雇用状況に応じた精

算や、医療的ケア者の受入れやサービス提供実績に応じた加算を行います。 

なお、指定管理委託料は、自然災害等の特別な場合を除き、原則として増額し

ませんので、事業計画及び収支計画立案の際には注意してください。 

また、加算額及びその算定方法については、介護給付費等の報酬改定等に応じ

て変更する場合があります。 
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（２）指定管理委託料の構成 

  ア 構成 

    固定部分（精算不要）と変動部分（精算、加算）からなります。 

 

 

 

 

 

イ 固定部分 

  （ア）施設や設備の維持管理等 

光熱水費や維持管理関係の修繕料、委託料、物品購入等経費 

  （イ）貸館業務に係る人件費 

     貸館業務やプール・介助浴室監視員の人件費 

ウ 変動部分 

（ア）精算部分 

    ａ 総括責任者 

生活介護・短期入所・施設管理等の指定管理全業務を総括する責任者

（常勤かつ専任）について 1 名分 

    ｂ 栄養士、調理員 

      栄養士 1 名分、調理員 2 名分（それぞれ短期入所との兼務可。） 

    ｃ 運転手 

4 名分 

（イ） 加算部分 

    ａ 医療的ケア者の利用実績 

3 点以上のスコアがある方の生活介護における利用人数に応じた加算 

ｂ リハビリ実施実績 

指定管理委託料 

固定 

（維持管理） 

変動（精算） 

総括責任者等の配置 

変動（加算） 

医療的ケア者受入等 
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      生活介護のリハビリテーション加算が適用され、3 点以上のスコアがあ

る方への生活介護におけるリハビリ実施回数に応じた加算 

    ｃ 施設入浴実施実績 

3 点以上のスコアがある方に対する生活介護における施設入浴の実施回数

に応じた加算 

（３）指定管理委託料の積算等 

ア 固定部分 

  各年度における上限額は下表１のとおりです。番号 1 の年度では、建築・建

築物設備点検（3 年に 1 回）の実施が必要なことから、上限額に差がありま

す。 

    ＜表１＞ 

番号 年度 上限額（単位：円） 

1 

令和５年度（2023 年度） 

令和８年度（2026 年度） 

令和 11 年度（2029 年度） 

令和 14 年度（2032 年度） 

106,020,455 

2 

令和 6～7 年度（2024～2025 年度） 

令和 9～10 年度（2027～2028 年度） 

令和 12～13 年度（2030～2031 年度） 

105,419,855 

      

イ 変動部分 

（ア）精算部分 

   未配置日数に応じ、日割りでの精算とします。各上限額（年額）を生活介

護の開所日数で除した金額（円未満切上げ）に未配置日数を乗じた金額を精

算するものとします。 

  ａ 総括責任者：上限額（年額）7,316,018 円 

  ｂ 栄養士、調理員 

  （ａ）栄養士（1 名）：上限額（年額）5,175,108 円 
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  （ｂ）調理員（1 名）：上限額（年額）4,859,345 円 

  （ｃ）調理員（1 名）：上限額（年額）1,605,106 円 

  ｃ 運転手：1 人当たり上限額（年額）1,951,267 円 

（イ）加算部分の算定方法 

加算対象者の利用に応じ、ａ～ｃの方法で加算します。ただし、下表２の

とおり、各年度において各加算の合計額に係る上限額を設けています。 

 ＜表２＞ 

年度 上限額（単位：円） 

令和 5 年度 73,616,400 

令和 6 年度 83,318,400 

令和 7 年度 93,020,400 

令和 8 年度 102,722,400 

令和９～１４年度 105,956,400 

 

ａ 医療的ケア者の受入れ実績 

3 点以上のスコアがある方の生活介護における利用日数に応じた加算 

 ＜表３＞ 

加算対象利用者の種類 加算額 

（ａ）スコア 32 点以上（区分 3）の方 
利用者 1 人につき 

1 日 11,000 円 

（ｂ）スコア 16 点以上（区分 2）の方 
利用者 1 人につき 

1 日 9,000 円 

（Ｃ）スコア 3 点以上（区分 1）の方 
利用者 1 人につき 

1 日 6,000 円 

 

ｂ リハビリ実施実績 

  生活介護のリハビリテーション加算が適用され、3 点以上のスコアがあ

る方への生活介護におけるリハビリ実施回数に応じた加算 
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加算額：１日 1,000 円 

    ｃ 施設入浴実施実績 

3 点以上のスコアがある方に対する生活介護における施設入浴の実施回数

に応じた加算 

＜表４＞ 

加算対象利用者の種類 加算額 

（ａ）スコア 32 点以上（区分 3）の方 
利用者 1 人につき 

1 回 4,000 円 

（ｂ）スコア 16 点以上（区分 2）の方 
利用者 1 人につき 

1 回 3,000 円 

（Ｃ）スコア 3 点以上（区分 1）の方 
利用者 1 人につき 

1 日 2,000 円 

 

（４）債務負担行為における各年度の支出上限額及び 10 か年の債務負担行為支出

限度額 

   ＜表５＞ 

（単位：千円） 

 

 

 

 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

合計 206,497 215,598 225,300 235,603

内訳 施設管理 106,021 105,420 105,420 106,021

介護給付対象外 26,859 26,859 26,859 26,859

医ケア推進合計 73,617 83,319 93,021 102,723

年度
項目

令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

合計 238,236 238,236 238,837 238,236

内訳 施設管理 105,420 105,420 106,021 105,420

介護給付対象外 26,859 26,859 26,859 26,859

医ケア推進合計 105,957 105,957 105,957 105,957

年度
項目
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※内訳の金額は、千円未満を切上げ、又は切捨てた概数です。 

 

４ 自主事業 

自主事業に必要な経費については、指定管理者が負担するものとし、自主事業

による収入については、指定管理者の収入となります。 

 

５ 行政財産目的外使用 

指定管理者は、事業を行うにあたって、行政財産の目的外使用となる場合に

は、吹田市行政財産の使用料に関する条例（昭和 39 年条例第 12 号）に基づき許

可申請を行い、使用許可を受けた場合は吹田市へ使用料を支払うものとします。 

 

６ 物品の帰属等 

（１）吹田市は、あいほうぷ吹田にあらかじめ備える主要物品や備品を台帳に記載

し、指定管理者に無償で使用させるものとします。 

（２）指定管理委託料により購入した物品や備品については指定管理者に帰属するも

のとします。 

（３）指定管理者が物品や備品を購入する場合は、帰属先が明確になるよう、原則購

入した翌月に吹田市にその旨を届け出るとともに、台帳に記載するものとしま

す。 

（４）指定管理者は、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。 

（５）指定管理者は、吹田市の所有物品を廃棄する場合は事前に報告するものとしま

す。 

 

令和１３年度 令和１４年度
債務負担行為の

支出限度額

合計 238,236 238,837 2,313,616

内訳 施設管理 105,420 106,021

介護給付対象外 26,859 26,859

医ケア推進合計 105,957 105,957

年度
項目
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７ その他 

指定管理者は、あいほうぷ吹田を管理運営することに伴い、法人税等に係る市民

税、事業を行うものに係る事業所税等の納税義務者になることがあります。 

 

 

 

第７ リスクへの対応 

 

吹田市と指定管理者とのリスク分担（責任分担）は、下表７のとおりです。 

＜表７＞ 

項

番 
種  類 内  容 

負 担 者 

吹田市 指定管理者 

１ 応募コスト 応募コストの負担  ○ 

２ 引継コスト 業務引継のコスト負担 
○ 

（※） 
○ 

３ 法令の変更 法令の変更による費用増減等 協議事項 

４ 金利の変動 金利の変動  ○ 

５ 物価等の変動 
人件費、物品費、光熱水費等の変動に

伴う費用増減 
協議事項 

６ 
事業の中止・ 

延期 

市の責任による利用の遅延・中止 ○  

指定管理者の責任による利用の遅延・

中止 
 ○ 

指定管理者の事業放棄・破綻  ○ 

法令その他の制度の変更のために市の

施設利用が困難になったことによる中

止 

○  
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項

番 
種  類 内  容 

負 担 者 

吹田市 指定管理者 

７ 運営リスク 
管理運営上の瑕疵により生じた事故に

よる休業に伴うリスク 
 ○ 

８ 施設・物品管理 
指定管理者の故意又は過失により破損

した施設や貸与物品の修繕費用 
 ○ 

９ 第三者賠償 

第三者に損害を与えた場合（管理瑕

疵） 
 ○ 

第三者に損害を与えた場合（設置瑕

疵） 
○  

※ 本募集により指定を受けた指定管理者のあいほうぷ吹田管理運営業務の引継ぎに

係るコスト負担のうち、人件費については予算の範囲内で助成します。 

 

 

 

第８ 応募に関する事項 

 

応募資格 

（１）障害者総合支援法における生活介護の常勤看護職員等配置加算（Ⅱ）又は

（Ⅲ）の対象となる医療的ケアの支援実績があり、指定期間中、医療的ケア者の

支援を含め、あいほうぷ吹田の管理運営を適正かつ確実に行うことができる法人

とします。（常勤看護職員等配置加算（Ⅱ）又は（Ⅲ）の取得の有無は問いませ

ん。） 

（２）令和 4 年 4 月 1 日現在において、過去 5 年以上、生活介護（障害者支援施設併

設も含む。）又は療養介護の事業所運営の実績を有する法人とします。 

（３）府内又は公共交通機関で 2 時間以内にあいほうぷ吹田まで移動可能な範囲に次

のいずれかの障がい福祉サービス事業所（※）を運営している法人とします。 
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   ※生活介護、療養介護、短期入所、自立訓練（機能訓練又は生活訓練）、就労

移行支援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）、障害者支援施設 

（４）令和 4 年４月１日現在において、過去 10 年間に指定障害福祉サービス事業者

等に係る改善命令等行政処分を受けたことがない法人とします。 

（５）令和 5 年 1 月 4 日以降、本市が求める業務引継のための人員を派遣し、あいほ

うぷ吹田現地において運営事業の引継ぎや研修を受けることができる法人としま

す。なお引継ぎに係る人員の経費については、予算の範囲内で助成します。 

（６）生活介護事業において医療的ケア者を適切に支援し、医療的ケアを行うための

技術や人員体制を確保できる法人とします。 

（７）法人又はその代表者が次に該当しないこととします。 

  ア 法律行為を行う能力を有しない者 

  イ 破産者で復権を得ない者 

ウ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 2 項（同項を

準用する場合を含む。）の規定により、本市における一般競争入札等の参加を

制限されている者。 

エ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第

225 号）に基づき、更生又は再生手続開始の申立てがなされている者につい

て、更生計画又は再生計画の認可決定の確定を受けていない者 

オ 本市から指名停止措置を受けている者 

カ 国税及び地方税を滞納している者 

キ 地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定による指定の取消しを受けたことが

あり、その処分の日から 2 年を経過しない者 

ク 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第 2 条第 2 号に規定する暴力団又はその構成員又はその密接関係者 

ケ 吹田市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例（平成 20 年条例第 23

号）に規定する不当要求行為等を行ったことがある者 



 

- 22 - 

（８）指定管理者の指定までの間に、（１）から（７）までに定める応募資格の要件

を満たさなくなった場合は、その応募資格を失うものとします。 

 

 

 

第９ 募集に関する事項 

 

１ 募集スケジュール 

項番 項  目 時  期 

１ 募集要項の公表 令和 4 年（2022 年）4 月 22 日（金） 

２ 質問の提出期間 4 月 22 日（金）～6 月 3 日（金） 

３ 現地見学会 
5 月 16 日（月）～5 月 20 日（金）

（予定） 

４ 質問に対する回答 6 月 10 日（金） 

５ 再質問の提出期間 6 月 13 日（月）～6 月 24 日（金） 

６ 再質問に対する最終回答 7 月 1 日（金） 

７ 応募表明書の受付期間 
7 月 4 日（月）～ 

7 月 15 日（金） 

８ 提出書類の受付期間 
7 月 4 日（月）～ 

8 月 5 日（金） 

９ 
プレゼンテーション審査 

（プレゼンテーション・質疑応答） 
9 月上・中旬 

10 指定管理者候補者の選定結果通知 9 月中・下旬 

11 基本協定の締結 11 月中旬 

12 
吹田市議会の議決 

指定管理者の決定通知 
12 月下旬 
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２ 募集の手続 

（１）質問、再質問 

  ア 受付場所、連絡先 

    吹田市福祉部障がい福祉室（116 番窓口） 

    メールアドレス：syomu-shogai@city.suita.osaka.jp 

    電話：06-6384-1347（直通） 

イ 受付期間 

    質問 ：4 月 22 日（金）～6 月 3 日（金） 

    再質問：6 月 13 日（月）～6 月 24 日（金） 

  ウ 質問方法 

    提出書類：指定管理者募集申込みに関する質問書（様式２） 

    提出方法：吹田市福祉部障がい福祉室にメールで送付 

         件名 あいほうぷ吹田質問書 

  エ 回答方法 

    質問及び再質問に対する回答は、随時吹田市ホームページに掲載します。 

質問に対する回答の最終期限は 6 月 10 日（金）、再質問に対する回答の最

終期限は 7 月 1 日(金)とします。 

  オ 留意事項 

  （ア）質問者の企画提案のノウハウ等や権利、競争上の地位その他の正当な利益

を害するおそれがあると認められるものを除き、質問及びその回答は公表し

ます。 

  （イ）質問に際し、その質問及び回答の公表に支障がある場合は、その理由を質

問書に明記してください。なお、吹田市で当該理由を不十分と認める場合

は、質問及び回答を公表することがあります。 

  （ウ）公表する内容は、質問とその回答のみとし、質問者等の名称は公表しませ

ん。 

  （エ）類似又は同趣旨の質問に対しては、一括して回答します。 

mailto:syomu-shogai@city.suita.osaka.jp
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  （オ）吹田市からの回答の公表をもって、本募集要項の補完、追加又は修正とし

ます。 

  （カ）意見表明と解されるものや質問内容が不明確なものには回答しないことが

あります。 

（２）現地見学会 

   指定管理者の応募に当たっては、現地見学会の参加を必須とします。 

   現地見学会の参加に当たっては事前申込に係る書類の提出が必要です。 

  ア 開催日程 

    5 月 16 日（月）～5 月 20 日（金）の昼間帯での開催を予定しています。 

  イ 開催場所 

    吹田市立障害者支援交流センター「あいほうぷ吹田」 

  ウ 事前申込の方法 

提出書類：指定管理者募集にかかる現地見学会参加申込書（様式１） 

    提出期限：5 月 13 日（金） 

    提出方法：吹田市福祉部障がい福祉室にメールで送付 

         アドレス syomu-shogai@city.suita.osaka.jp 

         件名 あいほうぷ吹田現地見学会申込 

  エ 留意事項 

  （ア）事前申込を受付けしてから開催日時の範囲で調整します。 

  （イ）現地見学会での質疑は、指定管理者募集申込みに関する質問書（様式２）

により受付け、回答方法は、上記「（１）エ 回答方法と、オ 留意事項」

に準ずるものとします。 

  （ウ）新型コロナウイルス感染症の感染状況等に応じ、日程を変更する場合があ

ります。 

  （エ）募集要項等は当日配付しませんので、各自持参してください。 

 

 

mailto:syomu-shogai@city.suita.osaka.jp
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（３）本募集に関する追加資料の公表 

   吹田市は、本募集要項のほか、本募集に関する追加資料を吹田市ホームページ

に公表することがあります。その場合、現地見学会の参加者にお知らせします。 

（４）応募表明書の提出 

   本募集に応募の意向のある法人は、応募表明書の提出が必要です。 

  ア 受付場所、連絡先 

    吹田市福祉部障がい福祉室（116 番窓口） 

    メールアドレス：syomu-shogai@city.suita.osaka.jp  

    電話：06-6384-1347（直通） 

イ 受付期間 

    7 月 4 日（月）～7 月 15 日（金） 

  ウ 提出方法 

    所定の書類の提出が必要です。 

    提出書類：指定管理者応募表明書（様式３） 

    提出方法：吹田市福祉部障がい福祉室にメールで送付 

         件名 あいほうぷ吹田指定管理者応募表明 

  エ 留意事項 

  （ア）指定管理者応募表明書（様式 3）の提出が無い法人からの申請は受付しま

せんので、必ず期間内に提出してください。 

  （イ）指定管理者応募表明書（様式 3）を提出した法人には、後日プレゼンテー

ション審査の実施日時を通知します。 

（５）指定管理者申請書類等の提出 

  ア 受付期間 

    7 月 4 日（月）～8 月 5 日（金） 

    ※土曜、日曜、祝日を除きます。 

  イ 受付時間 

    午前 9 時～午後 5 時 30 分 

mailto:syomu-shogai@city.suita.osaka.jp
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  ウ 提出場所 

    吹田市福祉部障がい福祉室（116 番窓口） 

    （吹田市泉町 1 丁目 3 番 40 号 吹田市役所 低層棟 1 階） 

  エ 提出方法 

    事前に電話連絡（06-6384-1347（直通））のうえ、持参により提出してく

ださい。 

  オ その他 

    申請書類等の受付後、応募資格を審査し、その結果を応募者に通知します。 

 

３ 提出書類 

応募に当たっては、下表８に掲げる書類を提出してください。なお、提出に必要

な各様式の記載方法や提出方法については、留意事項等を参考にしてください。 

＜表８＞ 

番号 書 類 名 様 式 

1 指定管理者応募表明書 様式 3 

2 指定管理者指定申請書 様式 4 

3 指定管理者応募資格誓約書 様式 5 

4 法人概要説明書・応募理由書 様式 6 

5 

事業計画書 1～11 様式 7-1～ 

様式 7-11 

6 医療的ケア実績表 様式８ 

7 

法人等の直近３事業年度の貸借対照表、収支計算書（事業

活動計算書・資金収支計算書）又は損益計算書等及び事業

報告書 

－ 

8 定款、寄附行為、会則又はこれらに類する書類の写し － 

9 法人の登記簿謄本又は登記事項証明書 － 
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番号 書 類 名 様 式 

10 
役員又は代表者若しくは管理人その他のこれらに準じるも

のの名簿 
－ 

11 団体の事業の概要を記載した書類（様式 6 の補足として） － 

12 組織及び運営に関する事項を記載した書類（様式 6 の補足として）  － 

13 納税証明書 － 

14 印鑑登録証明書 － 

15 提出書類のデータを保存した記録媒体（CD-R、USB 等） － 

提出部数  正本（番号 2～14）1 部 

      副本（番号 2～14）5 部 

      副本（番号 4～14）6 部 

      記録媒体（番号 4～7）１個（枚） 

 

４ 提出書類作成上の留意点 

（１）提出書類は、原則 A４サイズとします（Ａ４サイズより大きい資料は折りたた

んでください。 

（２）提出書類はフラットファイル等に項目の順番に左綴じしてください。フラット

ファイルの表紙及び背表紙には「令和 4 年度（2022 年度）あいほうぷ吹田 指

定管理者指定申請書」及び「法人名」を記載してください。 

（３）全体の目次を付けてください。また、項目ごとにページを付けてください。 

（４）項目ごとに番号のインデックス付きの仕切り（白紙）を付けてください。 

（５）書類の製本方法につきましては、下記を参照してください。 

（６）法人保管の書類や契約者同士で原本を保管する必要がある書類は、写し（コピ

ー）の提出で構いませんが、法人代表者名で原本証明をしてください。 

  原本証明の記入例  

 

 

 

この写しは原本と相違ありません。 

令和  年  月  日 

法人名 ●●●● 

代表者 ■■ ■■ 印 
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【書類の製本方法】 

 

 

 

５ 留意事項 

（１）本募集要項及び資料等の内容を十分に理解した上で応募を行ってください。な

お、書類の提出をもって、応募者は本募集要項の記載事項を承認したものとみな

します。 

（２）応募にあたっては、本市が求める管理運営の水準（本募集要項や仕様書に記載

している管理運営内容）を満たした提案としてください。 

（３）提出書類に不備、不足等が無いように十分注意してください。 

（４）応募に必要な費用は、応募者の負担とします。 

（５）提出後の提案内容の変更は、軽微な変更等を除き、認めません。 

令和４年度（2022年度）

あいほうぷ吹田

指定管理者指定申請書

目次

１ 指定申請書・・・・・・1

２ 応募資格誓約書・・・・2

３ 法人概要・応募理由書・3

４ 事業計画書１・・・・・

1

指

定

申

請

書

２

事

業

計

画

書

３

収

支

計

画

書

項目ごとに番号のインデックス

つきの仕切り（白紙）を付ける。全体の目次を付ける。

１

フラットファイル等に項目

の順番に左綴じする。

項目ごとにページを付ける。



 

- 29 - 

（６）本募集に関して使用する言語は日本語とし、使用する単位は計量法（平成 4 年

法律第 51 号）に定めるところによるものとします。 

（７）本市が配布及び公表する資料は、応募に関する検討以外の目的で使用すること

を禁じます。 

（８）応募者は、提案内容や本市との協議事項等について守秘義務を遵守することと

し、本市の事前の承諾なく、これらの内容等を公表してはなりません。 

（９）応募者から本市に提出された書類は返却しないものとし、選定の目的以外には

使用しません。ただし、応募者名やその提案概要等については、本市ホームペー

ジ等で公表する場合があります。 

（10）必要に応じ、提出書類以外に追加書類の提出を求める場合があります。 

（11）提出書類の著作権は応募者に帰属します。提出書類の中で第三者の著作物を使

用する場合は、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）に認められた場合を除き、第

三者の承諾を得てください。第三者の著作物の使用に関する責は、応募者に帰す

るものとします。 

（12）特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づいて保護される第三者

の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用いた結果生じた事象に

係る責任は、すべて応募者が負うものとします。 

（13）提案募集に係る公文書公開請求があった場合、吹田市情報公開条例（平成 14

年条例第 10 号）等の各種法令等に基づき、提出書類を公開する場合がありま

す。 

（14）自然災害等の不可抗力による場合又は選定を公正に執行することができないお

それがあると認めたときは、既に公告若しくは通知した事項の変更又は本募集に

係る選定を延期し若しくは中止することがあります。なお、この場合において、

応募者は、応募に要した費用を本市に請求することはできません。 

 

 

 



 

- 30 - 

 

第１０ 選定に関する事項 

 

１ 選定方針 

  あいほうぷ吹田の指定管理者には、本施設の管理運営方針を十分に理解したうえ

で、指定管理業務を最も適正かつ確実に行うことができると認められる者を選定し

ます。 

 

２ 選定方法 

  指定管理者の選定は、吹田市立障害者支援交流センター指定管理者候補者選定委

員会（以下「選定委員会」といいます。）において、書類審査及びプレゼンテーシ

ョン審査を行い、指定管理者候補者及び次点者を選定します。 

  なお、応募が 1 者であっても選定委員会において審査し、指定管理者候補者の適

否を審査します。 

  次の要件に該当した場合は、選定審査の対象から除外します。 

（１）選定委員に対し、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。 

（２）他の応募者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

（３）指定管理者候補者選定終了までの間に、他の応募者に対して応募提案の内容を

意図的に開示すること。 

（４）応募提案書類に虚偽の記載を行うこと。 

（５）関係法令に違反し、又は本募集要項から著しく逸脱した提案を行うこと。 

（６）その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

 

３ 選定基準 

  評価項目及び配点は表９のとおりです。選定委員会において事業計画書等を総合

的に検討し、指定管理者候補者及び次点者を選定します。 
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＜表９＞ 

評 価 項 目 配 点 

（１）法人の理念があいほうぷ吹田の管理運営に合致するか 

（２）利益偏重ではなく、公共の利益の増進を追求しているか。 

（３）あいほうぷ吹田の設置目的に沿った事業運営か 

（４）医療的ケア者の受入推進の意欲 

110 

（５）医療的ケアの実績 

（６）あいほうぷ吹田における医療的ケアの介護方針、内容 

（７）あいほうぷ吹田における看護師や医療的ケアに従事できる

福祉職等有資格者の体制 

（８）リハビリの実績 

（９）あいほうぷ吹田におけるリハビリの方針、内容 

（10）医療的ケア者の入浴介助の実績 

（11）あいほうぷ吹田における入浴介助における方針、安全性 

（12）あいほうぷ吹田における食事の安全な提供の取組み 

（生活介護） 

（13）創作的活動等の取組み実績 

（14）土日祝の開所など利用回数を増やす方策や、その他特別な

支援 

230 

（15）あいほうぷ吹田における医療的ケア者受入れの検討 

（16）利用者家族の背景を考慮した利用決定がなされるか 

（17）重度障がい者を受入れ、支援する姿勢、体制について。 

（18）あいほうぷ吹田における食事の安全な提供の取組み 

（短期入所） 

（19）あいほうぷ吹田において空床がある場合の緊急受入への 

意欲 

130 

（20）安全に運営できる施設の管理方針、方法 

（21）災害時の対応方針、マニュアル 

（22）事故の対応方針、マニュアル 

 

230 

※（20）～（27） 
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評 価 項 目 配 点 

（23）緊急時の同一法人内からの支援体制 

（24）衛生管理の対応方針、マニュアル 

（25）人材確保策 

（26）医療機関（医師）との連携方法、取組み 

（27）苦情への対応方法、体制、対策 

 

（28）地域活動等の地域との関わり 

（29）利用者・家族の意見や希望を聴く仕組み 
40 

（30）従業員育成の方針、内容の計画性 

（31）従業員が働き続けやすい環境整備の取組み 
40 

（32）自主事業（市内事業者への医療的ケア者受入の支援スキル

の研修、普及啓発） 

（33）自主事業（プールの有効活用） 

（34）自主事業（リハビリの充実） 

（35）自主事業（その他障がい福祉の増進に資する事業） 

70 

（36）個人情報保護の責任体制 

（37）従業員に対する個人情報保護に関する研修等取組み 

（38）権利擁護及び虐待防止に関する従業員への研修等取組み 

60 

（39）人件費にも一定コストがかけられているか 

（40）貸借対照表 

（41）損益計算書 

（42）資金保有 

90 

合 計 1000 

 

 

 

４ 指定管理者候補者及び次点者の選定 

  選定委員会において、選定基準に基づき提案内容について評価を行い、各委員の

評価点による順位付けで、１位と順位付けした委員数が多い者を上位とし、指定管
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理者候補者及び次点者を決定します。ただし、指定管理者候補者について、１位と

順位付けした委員数で決定できない場合、同数となった者について２位と順位付け

した委員数が多い者を上位として決定します。２位と順位付けした委員数でも決定

できない場合は、同数となった者について、各委員が付けた順位を足し合わせた合

計が小さい者を上位として決定します。いずれの方法でも決定できない場合は、選

定委員会の合議又は投票により決定するものとします。 

  次点者は、指定管理者候補者以外の応募者について、各委員が評価した順位付を

点数化（全応募者の数を満点とし、１位にはその点数、２位以降は１点ずつ減じ

る。）し、全委員の合計点の最も高い応募者を選定します。 

  上記の定めにない場合は、選定委員会の協議により決定するものとします。 

なお、各委員の評価点数の合計の平均点が 1000 点満点中、500 点に満たない場

合や、１項目以上に０点の評価を行う委員が複数名いる場合、指定管理者候補者及び

次点者に選定しません。 

 

５ 選定結果の公表 

  選定結果については、令和 4 年（2022 年）9 月中、下旬に、法人へ個別に書面

で通知します。その際、候補者として決定されなかった応募者は、その理由につい

て通知日の翌日から起算して 7 日以内に本市に説明を求めることができるものとし

ます。選定結果の通知を行った際には、選定結果等について本市ホームページにて

公表します。 
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第１１ 指定管理者の指定等 

 

１ 指定管理者の指定 

  指定管理者候補者は吹田市議会で議決を経たのちに、本市が指定管理者として指

定します。 

２ 基本協定書の締結 

  指定管理者候補者を選定したときは、本市議会への指定管理者指定に係る議案を

提出するまでに、本市と指定管理者候補者との間で業務内容の細部について協議を 

行い、基本協定書（仮協定）を締結します。 

基本協定書は、指定管理者の指定に伴い発効するものとします。また、基本協定

書の発効により、令和 5 年度（2023 年度）から令和 14 年度（2032 年度）まで、

年度ごとに年度協定書を締結します。 

（１）基本協定書で定める主な項目 

  ア 管理運営を行う施設 

  イ 指定の期間等 

  ウ 指定管理者の責務 

  エ 利用料金制度 

  オ 指定管理委託料 

  カ 管理運営業務 

  キ 利用及び使用の許可 

  ク 遵守事項 

  ケ 個人情報保護 

  コ 財産の管理等 

  サ リスク分担 

  シ 事業計画書及び事業報告書の提出 

  ス モニタリング・評価等 
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  セ 実地調査 

  ソ 利用者ニーズの把握 

  タ 緊急時の対応等 

  チ 損害賠償 

  ツ 指定期間の終了に関する事項（管理運営業務の引継ぎ、原状回復の義務） 

  テ 再委託の禁止 

  ト 権利業務の譲渡等の禁止 

  ナ 指定の取消し等 

  ニ 管理運営業務の停止等 

  ヌ その他 

（２）年度協定書で定める主な項目 

  ア 当該年度の指定管理委託料 

  イ 指定管理委託料の精算 

ウ 当該年度の事業計画に関する事項 

  エ 疑義等の決定 

  オ その他 

 

 

 

第１２ 問合せ先 

 

吹田市 福祉部 障がい福祉室（116 番窓口） 

所在地：大阪府吹田市泉町 1 丁目 3 番 40 号 

電 話：06-6384-1347（直通） 

メール：syomu-shogai@city.suita.osaka.jp 

ＦＡＸ：06-6385-1031 

mailto:syomu-shogai@city.suita.osaka.jp

